
J¥ッ場ダム建設事業の早期完成を京める意見書

平成 23年9月13日に、八ッ場ダム建設事業の撰係地方公共自体からなる検討の

場において、洪水調整、新規事j水、法水の正常な機能の維持。商から、 J¥.ッ場ダム

が最も審判で島ることが国から示された。

平成21年9j:J17日に、就任したばかりの前原元富士受通大臣は、突擦に八ッ場ダ

ム建設の中止を発表した。それから2年間が経濯し、ようやく検証の結果が示された

ところでおり、この間、冨土交通大寵は次々と代わられたが、各大量i立、八ッ場ダム

r;tr予断を持たずに検証する」ことを確約してきた。

また、野自総理大臣も盟会で、「八ッ場ダムについては、検証の結果iこ沿って臨土

交通大陸が適切に対題されるものjと答弁している。

従って、国土交通大臣がこの検証結果iこ轟づいて、他の声に惑わされることなく科

学的合理性のある判断むより、すみやかに対立、方針を決定するべきである。

東京都は水道水源の豹8割を孝IJ根JII水系に依存しているが、利根JII水系の水源施

設は、金罷の憶の水系に比べて湯水に安守する安全度が低いことに加え、近年の小閑

化傾向等により、事i根川水系の供給能力は、き誌拐の針面と比較して、すでに2割減

少していることからもダムを建設し、都畏の水源を守ることは必要不宵欠である。

今年iま東日本大震災、福島新港豪雨、台風 12号による叢調など想定を超える自然

災害が発生し、多くの被害が生じた。 f想定外」と醤う雷葉では済まされない詰災対策

の重要性が再認識され、盟の役曹の中でf災害から畠畏の生命財産を守るJことが最

も重要であることを、国民との共通認織を持ったところである。

100年!こ1車、 200年iこ1度の災害にどのように対応するのか、今こそ訪災対策のあ

り方が関われており、今できる対策は即座iこ実施するべきであり、首都霞を洪水と潟

水から守る八ッ場ダム建設事業安一刻も皐く兜戒させることが喫緊の課題であるお

これものことに鑑み、下記事項の実現を強く要望するものである。

記

1.J¥.ッ場ダム建設が最も有利であることが明確立示された今、この検証結果を最大限

尊難し、車ちにダム本体工事に着手するとともに、基本計霞どおり平成21年度までに

八ッ場ダム建設事業を完成すること。

2.地元住民の生活再建事業を串期!こ完成させること。

以上、地方富治法第 99染の規定により意毘書を提出する。


